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Ⅰ．平成２３年度航路標識整備事業予算配分方針 

 

   平成２３年度航路標識整備事業予算については、船舶のふくそうする海域における

船舶交通の安全対策及び船舶運航能率の増進を図るための事業に重点的に配分するこ

ととし、平成２２年７月の「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」の施

行を踏まえ、新たな情報技術を活用した海上交通基盤の充実強化を図るため、海上交

通センターの機能を向上するほか航路標識の高度化等、政策効果が最大限発揮できる

施策を実施する。 

 

（１）新たな情報技術を活用した海上交通基盤の充実強化 

 近年の外国船舶の増加や船舶の大型化、高速化に伴い、衝突・乗揚げ海難等の重大

海難の発生が懸念されるなか、平成２２年７月の港則法及び海上交通安全法の一部改

正する法律の施行を踏まえ、平成２０年度に整備が終了したＡＩＳ（船舶自動識別装

置）を始めとした新たな情報技術を活用した海上交通基盤の充実強化を図る。 

 

（２）ふくそう海域等における航路標識の高度化整備 

巨大船、危険物積載船、あるいは外国船舶が多数通航する海域において、航行船舶  

の指標となる航路標識の視認性、識別性を向上させるとともに、船舶の航行安全に必  

要な潮流・気象情報の充実強化などの高度化整備を図る。 

 

（３）航路標識の省エネ・エコロジー化                    

    台風などの自然災害により配電線路が被害を受けた場合、船舶交通の安全が確保で

きない状態となるため、航路標識の電源を商用電源から自立型電源である太陽光発電

に変更することにより、航路標識の信頼性向上を図り災害に強い航路標識とすること

により船舶交通の安全確保を図る。 

また、商用電源を使用しないものとなることから、二酸化炭素排出量の削減が図ら

れ、地球温暖化防止にも寄与するものとなる。 

 

（４）航路標識の機能維持（防災・安全対策）                   

   大規模地震や台風、発達した低気圧の通過等による航路標識の倒壊や流出などの標識

機能の滅失を防止するため、標識等の波浪対策、耐震補強整備を行い、航路標識にお

ける防災・安全対策の推進を図る。 

 

 

※ ４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算及び施設費について５％程度

の執行留保の方針が示されているため、全体として原則５％程度の予算執行が留保さ

れることとなる。 
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Ⅱ.平成２３年度予算配分総括表 

 

[総事業費] （単位：百万円）

本省配分 一括配分 計(B) 本省配分 一括配分 計

4,373 3,901 0 3,901 0.892 3,901 0 3,901 0

直轄 4,373 3,901 0 3,901 0.892 3,901 0 3,901 0

補助     －     －     －     － －     －     －     －     －

4,373 3,901 0 3,901 0.892 3,901 0 3,901 0

配分対象額

23年度

合 計

区 分 前年度
(A)

航路標識整備事業

未計画額 備 考
配分額

倍 率
(B/A)
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Ⅲ.事業別概要 

  航路標識整備事業 
 
（１）新たな情報技術を活用した海上交通基盤の充実強化 

 
 
（２）ふくそう海域等における航路標識の高度化整備 

 

312 箇所 事業費 3,901 百万

31 箇所 事業費 866 百万円

137 箇所 事業費 1,814 百万



 - 4 -

 
（３）航路標識の省エネ・エコロジー化 

 

 
 
（４）航路標識機能の機能維持（防災・安全対策） 

 

37 箇所 事業費 639 百万円

107 箇所 事業費 582 百万
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Ⅳ.管区本部別配分額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔直轄事業〕 （単位：百万円）

区　　　　分
事業箇所数

(箇所)
航路標識整備事業

（百万円）

第一管区海上保安本部 20 128

第二管区海上保安本部 34 185

第三管区海上保安本部 29 490

第四管区海上保安本部 13 315

第五管区海上保安本部 38 507

第六管区海上保安本部 55 1,156

第七管区海上保安本部 38 499

第八管区海上保安本部 16 198

第九管区海上保安本部 19 112

第十管区海上保安本部 36 169

第十一管区海上保安本部 14 142

合計 312 3,901

※補助事業はなし
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Ⅴ.配分箇所の具体例 

1　新たな情報技術を活用した海上交通基盤の充実強化

箇所名 配分額 事  業  概  要

事業内容等

百万円 　規模

福岡県 関門港航路標識整備事業 162 　・門司船舶通航信号所ほか１施設

（北九州市） 　　(関門海峡海上交通センター）

　　　海上交通センターの機能向上

香川県 備讃瀬戸南航路航路標識 162 　・青ノ山船舶通航信号所

（綾歌郡宇多津町） 整備事業 　　(備讃瀬戸海上交通センター）

　　　海上交通センターの機能向上

　　　港内管制システムの高度化

完成時期

　平成23年度末

緊急性

　近年の外国船舶の増加や船舶の大型
化、高速化に伴い、衝突・乗揚げ海難等
の重大海難の発生が懸念されるなか、平
成２０年３月の明石海峡における多重衝
突海難、平成２１年１０月の関門海峡に
おける護衛艦とコンテナ船の衝突炎上海
難等の発生により、死者・行方不明者に
加え、油流出により地元漁業に多大な被
害が生じている。

効果

　平成２２年７月の「港則法及び海上交
通安全法の一部を改正する法律」の施行
をふまえ、ＡＩＳを始めとした新たな情
報技術を活用した海上交通基盤の充実強
化を推進することで、安全性と効率性が
両立した船舶交通環境の維持・向上を図
る。

都道府県名
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２．ふくそう海域等における航路標識の高度化

箇所名 配分額 事  業  概  要

事業内容等

百万円 　規模

神奈川県 東京湾中ノ瀬航路標識整備事業 57 　・東京湾中ノ瀬Ｄ灯浮標

（横浜市） 　　　高度化（浮体式灯標化）

愛媛県 来島海峡航路航路標識整備事業 481 　・来島大角鼻潮流信号所ほか６施設

（今治市） 　　　潮流信号システムの高度化

完成時期

　平成23年度末

緊急性

　ふくそう海域での海難発生は、人命、
経済、環境に甚大な損害を及ぼすことと
なるため、これらふくそう海域におい
て、航路標識等の高度化整備を行い、多
様化、複雑化する船舶交通の流れを円滑
化させ、乗揚・衝突海難の未然防止等を
図ることが急務である。

効果

　航路標識等の高度化整備により、船舶
の安全確保と運航能率の向上が図られ、
その結果、大都市圏における国際港湾の
機能強化による海上物流分野における国
際競争力を高め、国際交流・物流機能が
確保されることにより、海上輸送の活性
化につながり、海運及び海運関連サービ
ス分野において、民間需要・雇用創出が
見込まれる。

都道府県名
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３．航路標識の省エネ・エコロジー化（災害に強い航路標識の整備）

箇所名 配分額 事  業  概  要

事業内容等

百万円 　規模

高知県 入野漁港航路標識整備事業 12 　・入野港二号東防波堤灯台

（幡多郡黒潮町） 　　　航路標識電源の太陽電池化

兵庫県 神戸港航路標識整備事業 16 　・神戸第一防波堤西灯台ほか１施設

（神戸市） 　　　航路標識電源の太陽電池化

完成時期

　平成23年度末

緊急性

　航路標識は、岬の先端や防波堤の先端
などに設置されているため、配電線路や
自家用発電装置（以下「配電線路等」と
いう。）によって電力を供給している
が、台風などの自然災害によって配電線
路等が被害を受けた場合には復旧に時間
を要する場合があり、その間、航路標識
の機能が維持できず、船舶交通の安全が
確保できない状態となる。

効果

　災害に強い航路標識とするため、航路
標識の電源を配電線路等を使用したもの
から太陽光発電（クリーンエネルギー）
に変更することにより航路標識の信頼性
向上を図り、異常気象時においても船舶
の安全航行に必要不可欠である航路標識
の機能を安定して確保する。
　また本整備は、安全性向上のほか、商
用電源を使用しなくなることから、二酸
化炭素排出量の削減が図られ、地球温暖
化防止の効果もある。

都道府県名
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４．航路標識の機能維持（防災・安全対策）

箇所名 配分額 事  業  概  要

事業内容等

百万円 　規模

富山県 岩崎ノ鼻航路標識整備事業 13 　・岩崎ノ鼻灯台

（高岡市） 　　　灯台の耐震補強

長崎県 崎山漁港航路標識整備事業 6 　・崎山港沖防波堤南灯台

（五島市） 　　　灯台の耐波浪補強

完成時期

　平成23年度末

緊急性

大規模地震や台風、発達した低気圧の通
過等により、航路標識の倒壊や流出など
の標識機能の滅失の恐れがある

効果

　標識等の波浪対策、耐震補強整備を行
い、航路標識における防災・安全対策を
推進することにより、安定した船舶航行
環境を確保できる。

都道府県名
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